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１ 制度概要 

（１）制度概要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項に基づく報告です。 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した事業者は、毎年 6 月 30 日までに、

前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関する 『産業廃棄物管理票交付

等状況報告書』を管轄する自治体（岡山市内の事業場は岡山市産業廃棄物対策課）

に提出する必要があります。 

 

（２）報告対象者 

前年度に紙マニフェストを交付した事業者 

 

前年度の４月１日から３月３１日までに交付したマニフェストが報告の対象です。 

２次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。 

※ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト

交付分に限り報告は不要です。 

 

（３）注意事項 

   報告書の提出先：岡山市内の事業場で排出した産業廃棄物についてのみ岡山市に報

告してください。 

   報告書のとりまとめ：工事現場が岡山市内に 2 以上ある場合には、これらの事業場

を 1 事業場としてまとめた上で報告してください。 
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２ 電子申請の開始 

 

 

（1）利用者登録しないで申請する場合はこちら

（４ページ「４利用者登録をしない場合」へ。） 

（2）利用者登録する場合はこちら 

（３ページ「３ 利用者登録の方法」へ。） 

（3）利用者登録済の場合は利用者 ID とパスワード

を入力し、ログインをクリック 

（５ページ「５ 報告書入力～基本情報～」へ。） 
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３ 利用者登録の方法（利用者登録しない場合は４へ）   

 

 

 

① 利用規約を確認し、「同意する」をクリック 

② 利用者区分を選択し、メールアドレスを入力 

③ 「登録する」をクリック 

 

 

※迷惑メール対策等を行っている場合は、「city-okayama@apply.e-tumo.jp」からのメール

受信が可能な設定に変更してください。 

 

②  

①  

④入力完了後、登録いただいたアドレ

ス宛に申込画面の URL を記載したメー

ルが送信されますので URL にアクセス

し、残りの情報を入力して登録を完了

させてください。 

利用者登録画面に進めるのはメールを

送信してから 72 時間以内です。 

 

④ 

③ 
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４ 利用者登録をしない場合 

 

① 手続き説明を確認し、「同意する」をクリック 

② メールアドレスを入力 

③ 「登録する」をクリック 

 

 

 

※迷惑メール対策等を行っている場合は、「city-okayama@apply.e-tumo.jp」からのメール

受信が可能な設定に変更してください。 

 

 

①  

②  

③ 

④登録いただいたアドレス宛に送信さ

れたメールから URL にアクセスし、報

告書入力画面に進んでください。 

（○ページ「」へ続く。） 

利用者登録画面に進めるのはメールを

送信してから 72 時間以内です。 

 

④  
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５ 報告書入力～基本情報～ 

 

① 

②  

③ 
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① 報告年月日 

登録されたアドレス宛に送付される報告受付完了メールに記載される内容です。 

② 報告者 

産業廃棄物管理票を交付した事業者の住所及び氏名を入力してください。氏名は支店

長や工場長など、当報告に係る権限のある方でも構いません。 

③ 業種 

「日本標準産業分類一覧」（別添 1）を参考に該当する業種を選択してください。 

複数の業種に該当する場合は、主なもの 1 業種を選択してください。 

④ 電話番号 

代表電話番号を入力してください。 

⑤ 担当者氏名 

後日岡山市担当者より連絡させていただく場合があります。 

⑥ 担当者連絡先 

担当者直通の電話番号を入力してください。 

③ 

④

 

⑤

 

⑥
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６ 報告書入力～排出事業場～ 

 

 

① 排出事業場 

マニフェストの「事業場（排出事業場）」に記載の名称、所在地、電話番号を入力して

ください。排出事業場が岡山市でない場合は受付できませんのでご注意ください。 

※建設工事において複数の現場を 1 事業場として報告する場合は、 

 事業場の名称を「岡山市内各工事現場」 

 所在地を「岡山市内各所」としてください。 

①  
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７ 報告書入力～産業廃棄物～ 

 

 

 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  
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① 産業廃棄物の種類 

「産業廃棄物種類・換算係数一覧表」（別添 2）を参考に、該当する産業廃棄物の種類

を選択してください。 

建設混合廃棄物（安定型・管理型）、安定型混合廃棄物又は管理型混合廃棄物のいずれ

かを選択した場合は、その産業廃棄物の種類の内訳を入力してください。 

② 排出量（t） 

排出量は必ず重量（t）で報告してください。マニフェストに体積（㎥）で記載されて

いる場合は体積から重量へ換算する必要があります。「立米の場合」欄に体積の値を入

力し、「立米計算用」欄に出力された計算結果を「排出量（t）」欄に入力してくださ

い。 

小数点第 4 位を四捨五入し、小数点第 3 位までを入力してください。 

③ 運搬受託者 

運搬受託者の氏名又は名称について、収集運搬を排出事業者自らが行った場合は「自

社運搬」と入力してください。 

許可番号は、収集運搬を委託した許可業者の許可番号下 6 桁を入力してください。 

（例：許可番号が「08310123456」の場合は「123456」を入力） 

自社で運搬した場合は「999999」を入力してください。 

④ 複数区間の運搬の場合 

複数区間にわたって運搬を委託した場合は、2 社目以降の収集運搬業者の名称等を

「運搬受託者 2」以降に入力してください。 

なお、収集運搬業者が 1 社の場合は入力不要です。 

※積替え保管場所を経由した場合であっても収集運搬業者が 1 社の場合は入力不要です。     

⑤ 処分受託者 

許可番号は、処分を委託した許可業者の許可番号下 6 桁を入力してください。 

（例：許可番号が「08320123456」の場合は「123456」を入力） 

自社で処分した場合は「999999」を、市町村の処理施設で処分するなどマニフェスト

の交付を要しない者に委託して処分した場合は「888888」を入力してください。 

また、処分場所の住所は通常、運搬先住所と同一のため入力不要です。 

⑥ 追加 

複数の産業廃棄物について報告をしたい場合は、「＋追加する」をクリックすることで

複数報告が可能になります。 

最大 15 種類まで追加が可能です。 

⑦ 確認へ進む 

全ての入力が完了したら「確認へ進む」をクリックし、次ページで報告を完了させて

ください。 
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８ 申込完了～申込完了画面～ 

 

報告が完了すると、整理番号とパスワードが表示され、同時に報告受付完了通知メールが

送信されます。 
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８ 申込完了～申込完了メール画面～ 

 

申込完了と同時に登録されているメールアドレス宛に送信されます。 

電子申請の場合、押印はされませんのでこちらの【報告受付完了通知メール】をもって受

付の証明となります。 

報告に不備があった場合、メール又は電話で修正をお願いすることがありますのでご了承

ください。 


